
をな

フ
タ
ーー
フ
チ

。一向
M
M
な
ら
れ
ど
、
附
中
泌
方
よ
り
能
く
見
ゅ
。

山

の
閉
山
間
半
に
永
師
寺
と
い
ふ
古
苛
の
際
跡
あ
り
。
ぉ

叩
村
に
岡
山
川
大
納
言

・

m左
比
ハ
術
判
H

と
て
公
卿
の
兄

弟
、
京
都
の
兵
乱
を
逝
れ
来
て
住
給
ひ
し
が
、
此
地

に
て
卒
去

L
給
ひ
、
比
却
の
骸
を
此
山
に
掠
れ
り
と

い
ひ
仰
へ

0
0』
と
記
す
る
。

フ
ダ
サ
シ
札
差

l
v
ク
ラ
ヤ
ド
縦
街
。

フ
A
M

ツ
デ
ラ

ニ
ッ
寺

石
川
梢
大
川
副
作
院
に
印
刷
す

る
認
…
柄
。

フ
h
M
ツ
ナ
シ

一一
γ
梨

訂
抑
制
仰
能
英
鈎
に
刊叫
す

る
郎
話
。
茨
忠
紀
川
川
に
、
村
巾
に
越
前
納
駅
間
問
地
帯

の
山
副
社
が
あ
る
と
記
す
る
o

フ
タ
ツ
ナ
シ
ガ
7

ニ
ッ
梨
恕
…
江
抑
制
一
一
歩
梨
の

段
絞
地
V
へ
は
大
地
と
呼
ば
れ
る
も
の
弘
北
町
に
新
木

山
が
あ
っ
た
。
大
正
巾
之
を
拓
い
て
果
樹
川
に
し
た

時
、
そ
こ
が
古
昭
一
一
刻
で
あ
る
こ
と
が
夜
見
さ
れ
た
。

他
物
に
よ
っ
て
副
部
式
土
お
の
鎚
諮
問
別
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
o
明
治
来
年
こ
の
二
ヲ
製
で
陶
然
を
焼

い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
で
あ
る
。

フ
主
ツ
ヤ
一
一
ッ
屋
江
泊
初
四
十
九
院
行
に
四回

す
る
部
前
。

フ
h
M
ツ
ヤ

犀

能
尖
州
州
地
小
加
の
門
の
小

字
。

フ
タ
ツ
ヤ

部
結
。

屋

石
川
市
戸
絞
叩
却
に
臨
す
る

一一
ッ
屋

フ
h
F
ツ
ヤ

る
沼
町
町
。

フ
h
F

ツ
ヤ

る
部
孫
。

mm
同
部
抑
水
大
前
山
正
に
あ

ニ
ッ
庭

問
京
都
川
原
川
郷
に
臨
す

フ
タ
ナ
ダ
カ
ニ
名
一
品

滞
政
時
代
に
百
姓
数
人

の
持
高
で
あ
る
川
地
を
、
表
而
上

一
λ
の
名
義
た
ら

し
め
、
又
は
一
人
の
悼
円
高
を
数
人
の
名
義
た
る
如
く

似
挺
す
る
こ
と
で
、
訟
に
よ
っ
て
禁
ぜ
ら
れ
、
犯
す

も
の
は
問
地
を
訟
牧
せ
ら
れ
た
。

フ
ダ
マ
イ
札
山
木

部
州
政
の
問
、
凶
肢
に
お
っ
て

は
例
制
加
よ
れ

J

米
努
を
後
行
L
、
十
村

・
肝
取
を
経

て
仇
民
に
交
附
し
た
も
の
で
、
一
日
一
人
米
三
合
、

老
少
は
そ
の
竿
縦
を
商
人
よ
り
郎
ひ
得
べ
か
ら
し
め

た
を
い
ふ
。
町
に
於
い
て
も
之
に
市
じ
た
。

7
aマ
ガ
ロ

二
凶

」
フ
タ
ウ
ゲ
二
印
。

フ
タ
マ
ス
二
升

正

・
不
正
二
怒
の
お
総
を
周

ひ
て
、
不
出
の
利
命
を
AU
る
を
い
ふ。
『
元
総
十
三
年

入
月
新
加
泌
興
法
寺
村
肝
間
…
長
右
衛
門
、
二
升
取
扱
、

彼
担
制
刊
誌
牢
被
仰
付
也
候
雌
、
ゼ
が
れ
七
左
術
門
、

父
長
右
街
門
へ
孝
行
之
趣
共
有
之
云
々
。
』な
ど
L
A

見

え
る
。

る
部
族
。
天
正
十
七
年
九
且
品
川
入
目
前

m孫
左
街
門

安
給
戸
後
利
好
)
の
判
自
に
、『
櫛
凶
荒
田
出
組
之
内
二
俣

川
村
』
と
あ
る
。

フ
タ
マ
h
F
ガ
ハ
ニ
又
川

臥
京
消
民
吹
剣
山
か

ら
流
出
し
、
二
文
川
領
で
入
ケ
川
に
古
川
合
ふ
。
水
椋

か
ら
wm
合
ま
で
六
粁
柄
。

フ
タ
マ
h
F
ガ
ハ
ニ
又
川

邸
主
制
俄
町
釦
山
か

ら
裂
し
、
石
井
領
で
川
町
釘
川
に
務
合
ふ
。
流
山
叫
古
田
合

ま
で
八
粁
許
。

フ
h
F

マ
タ
ガ
ハ

ニ
又
川

!
マサ
イ
ガ
ハ
山
川
0

7
h
F

マ
タ
ゴ
エ
ニ
俣
越
金
川
仰
天
刑
問
街
幼
か

ら
河
北
都
岩
松
・角
川

-mmM
-二
俣
荒
山
を
総
て
越

中
碗
彼
郷
小
V
A
に
京
る
ま
で

一
茄
粁
の
闘
で
、
是
よ

り
同
郷
稿
光
に
淫
す
る
。

フ
h
F
7
h
F
ノ
カ
ミ
ニ
俣
の
紙

河
北
裕
二
似
で

は
早
く
か
ら
紙
を
製
L
、
文
机
何
十
二
年
に
は
前
削
利

家
の
命
に
よ
っ
て
、
大
杉
朕
舷
・御
お
杉
原
紙
・御
捻

御
都
杉
原
紙
・中
開
中
恕
紙
・小
諮
問U
紙
・制
服
杉
原
紙
・

五
色
延
御
都
杉
原
紙

・
五
色
布
目
杉
原
紙

・
御
誌
上

包

紙

上

の
上
包
紙
・
中
の
上
包
紙
を
納
入
し
た
と

あ
る
。
越
驚
賀
三
州
志
に
、
『
今
話
府
へ
庇
ν
池
有
z

大
器
包
紙
。
河
出
部
二
俣

ω琵
v

之
。
』
と
も
あ
る
。
御

料
紙
製
造
者
の
放
は
同
に
初
滅
し
た
が
、
十
人
乃
京

十
五
人
で
、
特
別
の
保
謎
を
奥
へ
ら
れ
る
こ
と
滞
宋

に
主
る
ま
で
総
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
外
民
間
の
商
品

の
み
を
製
す
る
も
の
、
二
俣
に
於
い
て
約
百
名
を
釘

し
、
附
近
旧

J

舟
に
も
若
干
あ
っ
た
。

フ
タ
マ
h
F
ヤ

ニ

俣

屋

金
探
閃
川
の
一
自
家
で
、

佐
古
小
山
五
野
の
館
下
幽
谷
で
あ
っ
た
似
の
地
を
館
地

と
し
、
樹
木
は
松
の
み
で
、
自
然
の
岩
石
の
聞
に
流

水
が
あ
っ
た
。

二
俣
屋
は
世
々
五
右
術
門
と
い
う
た

が
、
維
持
の
際
家
を
破
壊
し
て
退
去
し
た
。

フ
タ
マ
タ
ヤ
イ
チ
ポ
ウ
ザ
ン
ニ
俣
屋

一
房
山

フ
b
A

マ
タ

二
俣

石

川
棚川
仲
川
庄
に
臨
す
る
邸

前
O

二

χ
に
も
作
る
。
畑
村
名
義
抄
に
、
東
谷
川
・

四
谷
川
が
こ
L

に
E
M
b
H
ふ
か
ら
そ
の
街
を
得
る
と
あ

る。
フ
虫

マ
h
F

二
俣

河

他

都
到
上
肢
に
屈
す
る
部

首
問
。
臼
名
は
出
品
川
が
森
下
川
に昨
m
A円
」
地
勘
な
る

に
よ
ろ
。

f呈

フ
h
F

マ
タ

軒
。

フ
h
M
7
責

務。7
h
F
マ
責

務。

河
北
部
五
ケ
庄
に
幽
す
る
部

イ呈

政
奈
川
大
尽
庄
に
臨
す
る
部

又

臥
京
市
阿
伴
郷
に
回
附
す
る
部

フ
タ
7
h
F
イ
シ

ニ
俣
右

邸
主
側
二
俣
か
ら
援

す
る
石
材
。
安
山
岩
氏
凝
灰
民
に
し
て
、
格
問
凧
草
色

石
弘
中
に
桜
草
紫
色
灼
閃
石
採
の
礁
を
混
ず
る
o
m
M

は
硝
脆
い
。

フ
h
F

マ
h
F
ガ
ハ

森
下
川
。

フ
生
マ
タ
ガ
ハ

俣
JII 

J
モ
リ
モ
ト
ガ
ハ

又
JII 

臥
主
制
本
郷
に
回
す

七
二
回

金
桜
田
町
の
人

o
m年
由
民
竹
五
郎
と
い
う
た
。
王
右

沼
を
刷
と
し
て
お
を
能
〈
し
、
そ
の
法
帖
に
『
文
久

三
壬
突
年
於
有
仇
誌
底
辺
、

一一加
山
王
義
少
』
と
記

し
た
も
の
が
あ
る
。
日
間
む
氾
に
於
い
て
刷
闘
洲

・

若
林
容
主
と
剖
ベ
栴
せ
ら
れ
た
が
、
こ
の
二
人
は
航

法
を
思
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

フ
h
M

マ
揖
ヤ
キ
テ
イ
ニ
俣
屋
浜
事

食

仰

の
例

入
。
泊
群
平
右
衛
門
。
柳
段
粁
三
代
を
綴
ぎ
、
後
に

殴
め
て
勾
万
江
崎
と
精
し
た
。

フ

チ

扶

持

下
行
米
の
う
ち
依
蚊
で
釘
す
る
も

の
を
切
米
と
い
ひ
、
ハM
で
お
す
る
者
を
扶
持
米
と
い

ふ
。
扶
持
米
は

一
人
一
日
玄
米
五
A
H
を
以
て
勘
符
せ

ら
れ
た
。
こ
の
数
日制
は
十
二
加
御
定
訟
の
中
に
見
え

る
。
波
新
日
刊
徒
に
、
男一

人
扶
持
五
米
に
て
は
一
石

七
斗
、
京
升
に
て
は
一
石
入
斗
、
外
か
ち
し
ろ
一
斗

七
升
と
い
ひ
、
政
除
杷
口
T

保
十
一
年
六
且
官
二
刊
の

僚
に
、
御
切
米
五
J
i
依
は
知
行
お
に
直
L
J
ハ
十
石
、

御
扶
持
前
十
人
扶
持
は
凶
十
五
石
市
之
附
を
以
て
云

々
と
い
へ
る
も
、
皆
同
じ
〈
一
人
扶
持
一

日
五
合
の

釣
り
に
な
る
。
扶
持
米
の
支
給
は
一
年
二
季
に
於
い

て
せ
ら
れ
、
そ
の
谷
被
し
は
二
月
二
日
に
、
二
月
朔

日
か
ら
九
月
昨
日
に
京
る
ま
で
の
分
を
、
tn
h
捜
し
付

十
月
二
日
に
、
十
周
朔
日
か
ら
叙
年
正
且
時
日
に
主

る
ま
で
の
分
を
、御

n
m拐
切
手
中
」
以
て
血
(
へ
ら
れ
、

常
形
脱
米
で
到
口
m
を
受
領
し
た
。
併
し
女
子
に
討
す

る
扶
持
は
一
人
扶
持
一
日
三
八
日
円
で
あ
っ
た
。
又
こ
の

扶
持
米
新
似
の
名
抑
制
に
は
扶
持
方
が
あ
る
。

7
ヂ
イ
ケ

藤
池

邸
主
制
寺
山
の
内
の
小
字
。

フ
ヂ
イ
ケ

藤
池

臥
主
州
州
知
又
の

内
の
小
字
。

フ
ヂ
エ

藤
江

石
川
郷
大
野
庇
に
町
制
す
る
押
印
訴
。

加
賀
芯
微
に
い
ふ
、
限
江
は
も
と
際
労
で
、
出
へ
限

井
の
氏
人
が
防
た
地
で
あ
ら
う
。
引
を
江
と
泊
は
す

こ
と
は
上
代
か
ら
あ
る
と
。
こ
の
設
は
夙
に
津
田
臥


